
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の絶縁層が積層されるとともに、該絶縁層間における一部領域に導体が介装され、
前記絶縁層及び前記導体が同時焼成された電子部品本体を具備するセラミック電子部品で
あって、
　前記絶縁層間に埋設された前記導体の端部と前記電子部品本体の側面との間の導体非形
成領域に、 絶縁材料と 金属材料とを含有し絶縁性を
有する収縮調整層が形成されていることを特徴とするセラミック電子部品。
【請求項２】
　前記収縮調整層が前記金属材料を１０～５０体積％含む請求項 に記載のセラミック電
子部品。
【請求項３】
　前記収縮調整層のシート抵抗値が１０ 6Ω／□以上であることを特徴とする請求項１

に記載のセラミック電子部品。
【請求項４】
　前記収縮調整層の厚みは、前記導体厚みとほぼ同一であることを特徴とする請求項１

のいずれかに記載のセラミック電子部品。
【請求項５】
　積層型圧電素子として機能することを特徴とする請求項１ のいずれかに記載のセラ
ミック電子部品。
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【請求項６】
　請求項１ のいずれかに記載のセラミック電子部品は積層型圧電素子であり、該積層
型圧電素子が収容され、噴射孔を有する収納容器と、前記積層型圧電素子の駆動により前
記噴射孔から液体を噴出させるバルブとを具備してなることを特徴とする噴射装置。
【請求項７】
　複数の絶縁層成形体が積層されるとともに、該絶縁層成形体間における一部領域に導体
パターンが介装された積層成形体を作製する工程と、該積層成形体を焼成して電子部品本
体を作製する工程とを具備するセラミック電子部品の製法であって、前記積層成形体は、
該積層成形体の側面と前記絶縁層成形体間に埋設された導体パターン端との間の導体パタ
ーン非形成領域に、 絶縁材料と 金属材料を含有する
収縮調整用パターンが形成されていることを特徴とするセラミック電子部品の製法。
【請求項８】
　複数の絶縁層成形体が積層されるとともに、該絶縁層成形体間における一部領域に導体
パターンが介装された積層成形体を作製する工程と、該積層成形体を焼成し、該焼成体の
側面を形状調整加工して電子部品本体を作製する工程とを具備するセラミック電子部品の
製法であって、前記積層成形体は、該積層成形体の側面と前記絶縁層成形体間に埋設され
た導体パターン端との間の導体パターン非形成領域に、絶縁材料と金属材料を含有する収
縮調整用パターンが形成されており、該収縮調整用パターンは焼成後に前記形状調整加工
で除去されることを特徴とするセラミック電子部品の製法。
【請求項９】
　
　
　

　

　

　

　
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、セラミック電子部品及びその製法並びに噴射装置に関し、例えば、自動車用燃
料噴射装置、光学装置等の精密位置決め装置や振動防止用の駆動素子等に用いられるセラ
ミック電子部品及びその製法並びに噴射装置に関するものである。
【０００２】
【従来技術】
従来、積層型圧電素子として、圧電体と内部電極を交互に積層した積層型圧電アクチュエ
ータが知られている。積層型圧電アクチュエータには、同時焼成タイプと、圧電磁器と内
部電極板を交互に積層したスタックタイプとの２種類に分類されており、低電圧化、製造
コスト低減の面から考慮すると、同時焼成タイプの積層型圧電アクチュエータが薄層化に
対して有利であるために、その優位性を示しつつある。
【０００３】
図６は、従来の積層型圧電アクチュエータを示すもので、このアクチュエータでは、圧電
体５１と内部電極５２が交互に積層されているが、内部電極５２は圧電体５１主面全体に
は形成されておらず、いわゆる部分電極構造となっている。この部分電極構造の内部電極
５２を左右互い違いに積層することで、柱状積層体７８の側面に形成された外部電極７０
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圧電セラミック粉末を含むセラミックグリーンシートを作製する工程と、
金属粉末を含む内部電極ペーストを作製する工程と、
５０～９５体積％の絶縁材料と５～５０体積％の金属材料とを含有する混合物を含む収

縮調整層用ペーストを作製する工程と、
前記セラミックグリーンシートの上面の一部に前記内部電極ペーストを印刷して内部電

極パターンを形成する工程と、
前記セラミックグリーンシートの上面のうち前記内部電極ペーストが印刷されていない

非印刷領域の一部又は全部に前記収縮調整用ペーストを印刷して収縮調整用パターンを形
成する工程と、

前記上面に前記内部電極パターンと前記収縮調整用パターンが形成されたセラミックグ
リーンシートを複数枚積層して積層成形体を作製する工程と、

前記積層成形体を焼成する工程と、を含むセラミック電子部品の製法。



に内部電極５２を一層おきに交互に接続することができる。尚、図６において、符号７６
はリード線であり、７７は半田である。
【０００４】
このような積層型圧電アクチュエータでは、従来、セラミックグリーンシートに内部電極
ペーストを所定の部分電極構造となるパターンで印刷し、この内部電極ペーストが塗布さ
れたグリーンシートを複数積層して積層成形体を作製し、これを焼成して柱状積層体を作
製していた（例えば、特許文献１参照。）。
【０００５】
【特許文献１】
特開平１１－６８１８２号公報
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記積層型圧電アクチュエータでは、グリーンシートに内部電極ペースト
を印刷した部分と、印刷していない部分では圧電体の焼成時の収縮挙動が異なるため、焼
成時にデラミネーションやクラックが発生しやすいといった問題があった。
【０００７】
即ち、内部電極ペーストが印刷されたグリーンシート部分は、内部電極ペースト中の銀や
パラジウム等の貴金属の触媒作用により焼結が促進され、内部電極ペーストが印刷されて
いないグリーンシート部分よりも低温域から焼成収縮が開始され、また、焼成時の収縮量
が大きくなり、結果、絶縁層と導体の積層界面においてデラミネーションやクラックが発
生するといった問題が生じていた。また、デラミネーションやクラック等が発生しないま
でも、内部に残留応力が生じ、アクチュエータを駆動させた際の破損の原因になるという
問題があった。
【０００８】
本発明は、絶縁層と導体の積層界面における破損を抑制できるセラミック電子部品及びそ
の製法並びに噴射装置を提供することを目的とする。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
本発明のセラミック電子部品は、複数の絶縁層が積層されるとともに、該絶縁層間におけ
る一部領域に導体が介装され、前記絶縁層及び前記導体が同時焼成された電子部品本体を
具備するセラミック電子部品であって、前記絶縁層間に埋設された前記導体の端部と前記
電子部品本体の側面との間の導体非形成領域に、 絶縁材料と

金属材料とを含有し絶縁性を有する収縮調整層が形成されていることを特徴とす
る。
【００１０】
このようなセラミック電子部品では、導体非形成領域の絶縁体の一部又は全部に、

絶縁材料と 金属材料とを含有し、絶縁性を有する収縮調整
層が形成されているので、この収縮調整層における金属材料の存在により導体非形成領域
近傍の絶縁層の焼結性を向上させることができる。これにより、導体形成領域と導体非形
成領域の絶縁体の収縮率を実質的に同一にすることができ、デラミネーション等の不具合
が発生するのを防ぐことができる。しかも、収縮調整層は絶縁性を有しているので、導体
非形成領域における絶縁性を低下させることがない。

【００１３】
また、本発明のセラミック電子部品では、収縮調整層のシート抵抗値が１０ 6Ω／□以上
であることを特徴とする。これにより、導体非形成領域の高い絶縁性を維持することがで
き、例えば電子部品本体の側面に設けられる外部電極との絶縁を確保できる。また、導体
と収縮調整層を接触させて形成することができる。
【００１６】
また、本発明では、収縮調整層の厚みは、導体厚みとほぼ同一であることを特徴とする。
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特に、前記収縮調整層は前記金属材
料を１０～５０体積％含んでいるのが好ましい。



このようなセラミック電子部品では、導体厚みによる段差を防止でき、セラミック電子部
品の積層方向変形を抑制できるとともに、デラミネーションをさらに抑制できる。
【００１７】
　本発明のセラミック電子部品の製法は、複数の絶縁層成形体が積層されるとともに、該
絶縁層成形体間における一部領域に導体パターンが介装された積層成形体を作製する工程
と、該積層成形体を焼成して電子部品本体を作製する工程とを具備するセラミック電子部
品の製法であって、前記積層成形体は、該積層成形体の側面と前記絶縁層成形体間に埋設
された導体パターン端との間の導体パターン非形成領域に、 の絶縁材料
と 金属材料を含有する収縮調整用パターンが形成されていることを特徴
とする。
【００１８】
このような製法によれば、導体パターン非形成領域における絶縁層成形体の一部又は全部
に、絶縁層材料と金属材料とを含有する収縮調整層パターンが形成されるため、導体形成
領域と導体非形成領域における絶縁体の焼成時の収縮率を近似させることができるため、
焼成時に導体形成領域と導体非形成領域における絶縁体の収縮率の不一致に起因するデラ
ミネーションやクラック等の問題が発生するのを防ぐことができる。尚、収縮調整層に含
有する金属材料は銀－パラジウムや銀－白金などの複数の金属の合金粒子であっても良い
。
【００１９】
また、本発明のセラミック電子部品の製法は、複数の絶縁層成形体が積層されるとともに
、該絶縁層成形体間における一部領域に導体パターンが介装された積層成形体を作製する
工程と、該積層成形体を焼成し、該焼成体の側面を形状調整加工して電子部品本体を作製
する工程とを具備するセラミック電子部品の製法であって、前記積層成形体は、該積層成
形体の側面と前記絶縁層成形体間に埋設された導体パターン端との間の導体パターン非形
成領域に、金属材料、又は絶縁材料と金属材料を含有する収縮調整用パターンを形成して
構成され、該収縮調整用パターンは焼成後に前記形状調整加工で除去されることを特徴と
する。
【００２０】
このような製法であっても、導体形成領域と導体非形成領域における絶縁体の焼成時の収
縮率を近似させることができるため、焼成時に導体形成領域と導体非形成領域における絶
縁体の収縮率の不一致に起因するデラミネーションやクラック等の問題が発生するのを防
ぐことができる。
【００２１】
本発明の噴射装置は、上記セラミック電子部品は積層型圧電素子であり、該積層型圧電素
子が収容され、噴射孔を有する収納容器と、前記積層型圧電素子の駆動により前記噴射孔
から液体を噴出させるバルブとを具備してなることを特徴とする。
【００２２】
このような噴射装置では、上記したように、積層型圧電素子自体において積層界面に生じ
る焼成時の残留応力をなくし、耐久性を大幅に向上できるため、噴射装置の耐久性をも向
上できる。
【００２３】
【発明の実施の形態】
図１は本発明の電子部品である積層型圧電素子の一形態を示すもので、（ａ）は斜視図、
（ｂ）は積層構造を拡大して示す分解斜視図、（ｃ）は（ａ）のＡ－Ａ’線に、（ｄ）は
（ａ）のＢ－Ｂ’線にそれぞれ沿った縦断面図である。また、図２（ａ）は図１（ｃ）の
Ｃ部、（ｂ）は図１（ｄ）のＤ部のそれぞれ拡大図である。
【００２４】
本発明の積層型圧電素子は、図１に示すように、柱状の電子部品本体１ａと、この電子部
品本体１ａの対向する側面に設けられた外部電極４とから構成されており、電子部品本体
１ａは、複数の積層された圧電体１（絶縁体）と、圧電体１間に形成されたいわゆる部分
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電極パターンの内部電極２（導体）とを、内部電極２が左右交互になるように複数枚積層
された構造となっている。
【００２５】
即ち、内部電極２は矩形状をしており、その１つの端は電子部品本体１ａの側面に露出し
、他の３つの端は電子部品本体１ａ内に埋設されている。電子部品本体１ａの対向する側
面には、内部電極２の端部が一層おきに互い違いに露出しており、この端部に正極及び負
極の外部電極４が形成されている。具体的に説明すると、内部電極２はその端部が電子部
品本体１ａの外部電極４形成面に一層おきに露出しており、それぞれの内部電極２が一層
おきに正極又は負極の外部電極４に電気的に接合されている。一方、外部電極４と接続さ
れていない内部電極２の一端は電子部品本体１ａの側面には露出していない。さらに、外
部電極４にはリード線６が半田等で接続固定されている。
【００２６】
圧電体１は、例えば、チタン酸ジルコン酸鉛Ｐｂ（Ｚｒ，Ｔｉ）Ｏ 3（以下ＰＺＴと略す
）、或いはチタン酸バリウムＢａＴｉＯ 3を主成分とする圧電セラミック材料等で形成さ
れている。この圧電セラミックスは、その圧電特性を示す圧電歪み定数ｄ 3 3が高いものが
望ましい。
【００２７】
また、圧電体１の厚み、つまり内部電極２間の距離は５０～２５０μｍが望ましい。これ
は、積層型圧電素子は電圧を印加してより大きな変位量を得るために、積層数を増加させ
る方法がとられるが、積層数を増加させた場合に圧電体１の厚みが厚すぎると積層型圧電
素子の小型化、低背化ができなくなり、一方、圧電体１の厚みが薄すぎると絶縁破壊しや
すいからである。
【００２８】
電子部品本体１ａは、変位量を発生させるため、圧電体１と内部電極２とが交互に積層さ
れた活性部８と、活性部８の上下端に形成された不活性部９とから構成されており、活性
部８中の圧電体１の間には厚み０．５～１０μｍの内部電極２が配されているが、この内
部電極２は銀－パラジウム等の金属材料で形成されており、活性部８中の各圧電体１に所
定の電圧を印加し、圧電体１に逆圧電効果による変位を起こさせる作用をなす。
【００２９】
さらに、外部電極４にはリード線６が半田により接続固定されているが、このリード線６
は外部電極４を外部の電圧供給部に接続する作用をなす。
【００３０】
そして、本発明では、図２に示すように、内部電極２が形成された導体形成領域Ｘの圧電
体１ｂと、内部電極２が形成されていない導体非形成領域Ｙの圧電体１ｃの密度が全域に
わたって実質的に同一とされている。
【００３１】
即ち、圧電体１間に埋設された内部電極２の端２ａと、電子部品本体１ａの側面との間の
導体非形成領域Ｙにおける圧電体１の密度が、その他（導体形成領域Ｘ）の圧電体１の密
度と実質的に同一とされている。
【００３２】
ここで、導体形成領域Ｘ（内部電極２形成部近傍ということもある）の圧電体１ｂとは、
内部電極２から、圧電体１の厚みの１／２以内、即ち内部電極２間の距離の１／２以内の
距離にある部分の圧電体１の領域を指す。逆に、導体非形成領域Ｙ（内部電極２非形成部
近傍ということもある）の圧電体１ｃとは、内部電極２から、圧電体１の厚みの１／２、
即ち内部電極２間の距離の１／２より離れた部分の圧電体１の領域を指す。
【００３３】
また、密度が実質的に同一とは、内部電極２形成部近傍の圧電体１ｂと内部電極２非形成
部近傍の圧電体１ｃの密度差が５％以内、言い換えれば、圧電体１ｂと圧電体１ｃの密度
差を圧電体１ｂの密度で割った商が５％以内であることである。密度差は、特には１％以
内であることが望ましい。内部電極２形成部近傍の圧電体１ｂと内部電極２非形成部近傍
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の圧電体１ｃの密度差は、焼成時の残留応力を減少させるという点から２％以内が好まし
い。
【００３４】
即ち、内部電極２形成部近傍の圧電体１ｂと内部電極２非形成部近傍の圧電体１ｃの密度
が実質的に等しいため、焼成時の内部電極２形成部近傍の圧電体１ｂと内部電極２非形成
部近傍の圧電体１ｃの収縮率が実質的に等しくなり、焼成時に積層界面でデラミネーショ
ンやクラック等の発生を防ぐことができる。
【００３５】
また、内部電極２形成部近傍の圧電体１ｂと内部電極２非形成部近傍の圧電体１ｃの収縮
率が実質的に等しいため、残留応力が発生するのを防ぐことができ、積層型圧電素子を駆
動させた場合においても、積層界面及びその近傍で破損することがなく、高い信頼性を得
ることができる。
【００３６】
このように、内部電極２形成部近傍の圧電体１ｂと内部電極２非形成部近傍の圧電体１ｃ
の密度を実質的に等しくするためには、例えば、内部電極２非形成部分の圧電体１の全部
に、圧電体材料と金属材料を含有する収縮調整層１３を形成する。これにより、収縮調整
層１３中の金属材料が、焼成時に内部電極２非形成部分近傍の圧電体１ｃの焼結性を向上
させるため、圧電体１ｂと圧電体１ｃの収縮率を実質的に等しくすることができ、焼成時
にデラミネーション等が発生するのを防ぐことができる。
【００３７】
なお、収縮調整層１３中の金属材料は、銀などの金属粒子や、銀－パラジウム及び銀－白
金などの複数の合金とされている。
【００３８】
また、収縮調整層１３のシート抵抗値は１０ 6Ω／□以上とされている。これにより、外
部電極４と接続しない内部電極２の端２ａと、外部電極４とは高い絶縁性が維持されてい
る。尚、シート抵抗値とは、被測定体の抵抗値に被測定体の幅を乗じ、長さで割ったもの
である。換言すれば、被測定体の体積固有抵抗を被測定体の厚みで割ったものである。こ
のような収縮調整層１３では、図２に示すように内部電極２と接触することもできる。尚
、収縮調整層１３のシート抵抗値が１０ 6Ω／□よりも小さい場合には、収縮調整層１３
を内部電極２と離間して形成する必要がある。
【００３９】
さらに、本発明では、外部電極４と接続しない内部電極２の端２ａと、外部電極４との高
い絶縁性を維持し、内部電極２形成部近傍の圧電体１ｂと内部電極２非形成部近傍の圧電
体１ｃの焼成収縮率を実質的に等しくするため、収縮調整層１３は金属材料５～５０体積
％と残部が圧電体材料５０～９５％とで形成されていることが望ましい。これにより、収
縮調整層１３のシート抵抗値を１０ 6Ω／□以上とすることもできる。
【００４０】
また、本発明では、収縮調整層１３を構成する金属材料を、内部電極２を構成する金属材
料と同一とすることが望ましい。収縮調整層１３の金属材料が内部電極２を構成する金属
材料と同一であることにより、圧電体１ｃの焼成時の収縮挙動を圧電体１ｂの収縮挙動に
合わせることができ、焼成時に積層界面及びその近傍でのデラミネーションやクラックの
発生等をさらに防止することができる。
【００４１】
また、収縮調整層１３の厚みは、内部電極２の厚みと同一とすることが望ましい。これに
より、内部電極２厚みによる段差を防止でき、セラミック電子部品の積層方向変形を抑制
できるとともに、デラミネーションをさらに抑制できる。
【００４２】
尚、上記例では、内部電極２非形成部分の圧電体１表面全部に、圧電体材料と金属材料を
含有する収縮調整層１３を形成した例について説明したが、例えば、図２（ａ）又は（ｂ
）に示す部分の一方のみに形成してもよいが、特に収縮差が大きくなる図２（ｂ）で示さ
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れる部分に形成することが望ましい。
【００４３】
また、上記例では、内部導体２と、収縮調整層１３とを連続して形成した例について説明
したが、内部導体２と離間して収縮調整層１３を形成しても良い。この場合には、内部導
体２と収縮調整層１３との絶縁性をさらに確保できる。一方、離間しているため、収縮調
整層１３の金属含有率を高めることができ、収縮挙動をさらに近づけることができる。
【００４４】
本発明の積層型圧電素子の製法について説明する。
【００４５】
まず、ＰＺＴ等の圧電セラミックスの仮焼粉末と、アクリル系、ブチラール系等の有機高
分子から成るバインダーと、ＤＢＰ（フタル酸ジオチル）、ＤＯＰ（フタル酸ジブチル）
等の可塑剤とを混合してスラリーを作製し、該スラリーを周知のドクターブレード法やカ
レンダーロール法等のテープ成型法により圧電体１となるセラミックグリーンシートを作
製する。
【００４６】
次に、銀－パラジウムからなる金属粉末に、共材としてＰＺＴ等のセラミック粉末、バイ
ンダー、可塑剤等を添加混合して内部電極ペーストを作製し、これを各セラミックグリー
ンシートの上面にスクリーン印刷等によって１～４０μｍの厚みに印刷し、グリーンシー
ト上に内部電極パターンを形成する。
【００４７】
これとは別に、銀－パラジウムからなる金属粉末５～５０体積％と、残部が圧電体１と同
一のセラミック仮焼粉末５０～９５体積％からなる混合物に、バインダー、可塑剤等を添
加混合して収縮調整用ペーストを作製し、これを、前記内部電極パターンを印刷したセラ
ミックグリーンシート上の内部電極パターン非印刷領域の一部又は全部にスクリーン印刷
等によって１～４０μｍの厚みに印刷し、収縮調整用パターンを形成する。
【００４８】
収縮調整用ペースト中に含まれる金属材料を５～５０体積％とすることにより、内部電極
２非形成部の絶縁性を低下させることなく、内部電極２非形成部近傍の圧電体１ｃの焼成
時の収縮率を内部電極２形成部近傍の圧電体１ｂの収縮率に合わせることができる。
【００４９】
さらには、焼成時の圧電体１ｂと圧電体１ｃの収縮挙動を一致させることにより、焼成時
の残留応力をなくし、また、高温における絶縁性の低下を防ぐという点から、好ましくは
収縮調整用ペーストに含まれる金属材料は１０～３０体積％の範囲が良い。
【００５０】
なお、収縮調整用ペースト中に含まれる金属材料は、複数の金属成分からなる合金粒子で
あっても良い。また、圧電体１ｂと圧電体１ｃとの焼成時の収縮挙動を効果的に合わせる
ために、収縮調整用ペースト中に含まれる金属材料は、内部電極ペースト中に含まれる金
属材料と同一であることが望ましい。
【００５１】
そして、上面に内部電極パターンと収縮調整層パターンが形成されたセラミックグリーン
シートを複数枚積層して柱状の積層成形体を作製し、この柱状の積層成形体について所定
の温度で脱バインダーを行った後、９００～１２００℃で焼成し、焼成体を所定形状に形
状調整加工を行い、電子部品本体を得る。
【００５２】
その後、内部電極２が一層おきに互い違いに露出した電子部品本体の対向する側面に、銀
粉末とガラス粉末からなる外部電極ペーストを塗布し、５５０～９００℃で焼き付けを行
うことにより外部電極４を形成する。その後、リード線６を外部電極４に接続し、リード
線６を介して一対の外部電極４に０．１～３ｋＶ／ｍｍの直流電圧を印加し、電子部品本
体１ａを分極処理することによって、製品としての積層型圧電素子が完成する。
【００５３】
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次に、本発明の積層型圧電素子の他の製法について説明する。前述同様、まず、セラミッ
クグリーンシートを作製する。
【００５４】
次に、内部電極ペーストをセラミックグリーンシート上にスクリーン印刷等で１～４０μ
ｍの厚みに印刷し、グリーンシート上に内部電極パターンを印刷する。
【００５５】
これとは別に、銀－パラジウムからなる金属粉末５～５０体積％と、残部が圧電体１と同
一のセラミック仮焼粉末５０～９５体積％からなる混合物に、バインダー、可塑剤等を添
加混合して収縮調整用ペーストを作製し、これを焼成後の形状加工工程において除去され
る部分となるセラミックグリーンシート上面の一部又は全部に、スクリーン印刷等によっ
て１～４０μｍの厚みに印刷し、収縮調整用パターンを形成する。なお、前記形状調整加
工において除去される部分に対応するセラミックグリーンシートの一部又は全部に印刷さ
れる収縮調整用ペーストは、形状調整加工において除去され製品には残らないため、内部
電極パターンと接触して内部電極ペーストを用いて形成しても構わない。
【００５６】
次に、前記上面に内部電極パターンと収縮調整用パターンが形成されたセラミックグリー
ンシートを複数枚積層して積層成形体を作製し、この積層成形体について所定の温度で脱
バインダーを行った後、９００～１２００℃で焼成する。
【００５７】
その後、焼成体を所定の形状に形状調整加工を、焼成体の側面を研削、研磨することによ
り行い。このとき、収縮調整層は形状調整加工工程によって除去される。
【００５８】
尚、形状調整加工で除去される部分だけでなく、内部電極非形成領域Ｙに対応する位置に
、収縮調整用ペーストを塗布しても良く、この場合にはさらに密度を近づけることができ
る。
【００５９】
この後、内部電極２が一層おきに互い違いに露出した側面に、銀粉末とガラス粉末からな
る外部電極ペーストを塗布し、５５０～９００℃で焼き付けを行うことにより外部電極４
を形成する。その後、リード線６を外部電極４に接続し、リード線６を介して一対の外部
電極４に０．１～３ｋＶ／ｍｍの直流電圧を印加し、電子部品本体１ａを分極処理するこ
とによって、製品としての積層型圧電素子が完成する。
【００６０】
以上のように作製された積層型圧電素子のリード線６を外部の電圧供給部に接続し、リー
ド線６及び外部電極４を介して内部電極２に電圧を印加させれば、各圧電体１は逆圧電効
果によって大きく変位し、これによって例えばエンジンに燃料を噴射供給する自動車用燃
料噴射弁として機能する。
【００６１】
以上のように構成された積層型圧電素子は、内部電極２形成部近傍の圧電体１ｂと内部電
極２非形成部近傍の圧電体１ｃの密度が実質的に等しいため、焼成時の圧電体１ｂと圧電
体１ｃの収縮率が実質的に等しく、焼成時に積層界面でデラミネーションが発生したり、
積層界面近傍でクラックが発生したりするといった問題が生じるのを防ぐことができる。
【００６２】
特に積層型圧電素子では、焼成時に積層界面でデラミネーションやクラック等が発生しな
い場合においても、焼成時に積層界面に残留応力が存在すると、使用時に圧電素子自体が
歪む（伸縮する）ため積層界面やその近傍で破損する可能性があるが、本発明の積層型圧
電素子を用いれば、焼成時に積層界面に応力が残留しないため、駆動時に積層界面やその
近傍で破損するといった問題が生じるのを防ぐことができる。
【００６３】
また、積層型圧電素子を駆動させた場合においても積層界面及びその近傍で破損すること
がなく、耐久性を大きく向上させることができる。
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【００６４】
図３は、本発明の噴射装置を示すもので、図において符号３１は収納容器を示している。
この収納容器３１の一端には噴射孔３３が設けられ、また収納容器３１内には、噴射孔３
３を開閉することができるニードルバルブ３５が収容されている。
【００６５】
噴射孔３３には燃料通路３７が連通可能に設けられ、この燃料通路３７は外部の燃料供給
源に連結され、燃料通路３７に常時一定の高圧で燃料が供給されている。従って、ニード
ルバルブ３５が噴射孔３３を開放すると、燃料通路３７に供給されていた燃料が一定の高
圧で内燃機関の図示しない燃料室内に噴出されるように形成されている。
【００６６】
また、ニードルバルブ３５の上端部は直径が大きくなっており、収納容器３１に形成され
たシリンダ３９と摺動可能なピストン４１となっている。そして、収納容器３１内には、
上記した積層型圧電素子４３が収納されている。
【００６７】
このような噴射装置では、積層型圧電素子４３が電圧を印加されて伸長すると、ピストン
４１が押圧され、ニードルバルブ３５が噴射孔３３を閉塞し、燃料の供給が停止される。
また、電圧の印加が停止されると積層型圧電素子４３が収縮し、皿バネ４５がピストン４
１を押し返し、噴射孔３３が燃料通路３７と連通して燃料の噴射が行われるようになって
いる。
【００６８】
【実施例】
実施例１
まず、ＰＺＴ粉末を含むセラミックグリーンシートの上面に、銀－パラジウム合金と、Ｐ
ＺＴ粉末と、バインダーからなる内部電極ペーストを、スクリーン印刷によって図１（ｂ
）に示すような内部電極パターンを形成し、前記セラミックグリーンシートの内部電極パ
ターンが形成されていない部分全面に、収縮調整用ペーストを印刷して収縮調整用パター
ンを形成した。次に、前記内部電極パターンと収縮調整層パターンが形成されたセラミッ
クグリーンシートを３００層積層し、柱状の積層成形体を作製した。
【００６９】
なお、収縮調整用ペーストは、内部電極を形成する銀－パラジウム合金粉末２０体積％と
、前記セラミックグリーンシートに含まれるＰＺＴ粉末と同一のもの８０体積％とからな
る固形分に、バインダーを加えて作製したものである。
【００７０】
その後、積層成形体を４００℃で脱バインダー処理を行い、大気中１０５０℃で焼成して
焼成体を得た。さらに焼成体の側面を平面研削盤にて形状加工を施し、電子部品本体を作
製した。その後、銀粉末とガラス粉末からなる外部電極ペーストを電子部品本体の外部電
極形成面に塗布し、８００℃で焼き付けを行うことにより外部電極４を形成する。その後
、リード線６を外部電極４に接続した。
【００７１】
その後、正極及び負極の外部電極にリード線を介して３ｋＶ／ｍｍの直流電界を１５分間
印加して分極処理を行い、図１に示すような積層型圧電素子を作製した。
【００７２】
なお、活性部中の圧電体の厚みは１５０μｍ、内部電極の厚みは３μｍ、収縮調整層の厚
みは３μｍであった。
【００７３】
得られた積層型圧電素子では、内部電極形成部近傍の圧電体の密度は７．９０ｇ／ｃｍ 3

であり、内部電極非形成部近傍の圧電体の密度は７．８５ｇ／ｃｍ 3であり、密度差は０
．６％であり、実質的に同一であった。また、収縮調整層のシート抵抗を絶縁抵抗計で測
定したところ、８×１０ 8Ω／□であった。また、積層界面でのデラミネーションやクラ
ック等の異常は見られなかった。
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実施例２
次に、収縮調整層を構成する銀－パラジウム合金と圧電体（ＰＺＴ仮焼体）の体積比率を
変化させた以外は、実施例１と同様の電子部品本体を作製した。得られた電子部品本体に
ついて、内部電極形成部近傍の圧電体と、内部電極非形成部近傍の圧電体の嵩密度をアル
キメデス法により測定し、内部電極形成部近傍の圧電体と、内部電極非形成部近傍の圧電
体の嵩密度差を算出した。また、積層界面及びその近傍でのデラミネーションとクラック
の発生状況について調べた。さらに、収縮調整層のシート抵抗を測定した。
【００７４】
図４に内部電極形成部近傍の圧電体と内部電極非形成部近傍の圧電体の嵩密度差と、積層
界面でのデラミネーションおよびクラックの不良率の関係を示す。内部電極形成部近傍の
圧電体と内部電極非形成部近傍の圧電体の嵩密度差は、内部電極形成部近傍の圧電体と内
部電極非形成部近傍の圧電体の嵩密度の差を、内部電極形成部近傍の圧電体の嵩密度で割
った商を百分率で表したものである。図４から内部電極形成部近傍の圧電体と内部電極非
形成部近傍の圧電体の嵩密度差が大きくなるほど、デラミネーションやクラックによる不
良が多くなることが判る。
【００７５】
尚、収縮調整層を形成しない比較例の試料は、嵩密度差が１１．５％の場合であり、不良
率は１５％であった。
【００７６】
また、収縮調整層中の銀－パラジウム合金の体積％と、嵩密度差及び収縮調整層のシート
抵抗の関係を図５に示す。収縮調整層中の金属成分が５体積％より小さい場合には、嵩密
度差が５％より大きくなり、デラミネーションやクラック等の不良が多発することが判る
。また、収縮調整層中の金属成分が５０体積％より大きい場合には、収縮調整層のシート
抵抗値が小さくなり、内部電極非形成部の絶縁性が低下してしまう。
【００７７】
即ち、収縮調整層中の金属成分量が本発明で規定した範囲の５～５０体積％の場合には、
実質的に内部電極形成部近傍の圧電体と内部電極非形成部近傍の圧電体の密度が等しくな
り、積層界面やその近傍でのデラミネーションやクラック等の不良が発生するのを防ぐこ
とができ、かつ、内部電極非形成部の絶縁性の低下がないことが判る。
【００７８】
【発明の効果】
本発明のセラミック電子部品によれば、絶縁層間に埋設された導体端と電子部品本体の側
面との間の導体非形成領域に、 絶縁材料と 金属材料
とを含有し、絶縁性を有する収縮調整層が形成されているので、金属材料を含有する収縮
調整層の存在により導体非形成領域の絶縁体の焼結性が向上する。これにより、導体形成
領域と導体非形成領域の絶縁体の収縮率を実質的に同一にすることができ、デラミネーシ
ョン等の不具合が発生するのを防ぐことができる。しかも収縮調整層は絶縁性を有してい
るので、導体非形成領域の絶縁性を低下させることがない。その結果、焼成時に積層界面
及びその近傍でのデラミネーションやクラック等の発生をなくし、また、積層型圧電素子
を駆動させた場合においても積層界面及びその近傍で破損することがない高信頼性を備え
たセラミック電子部品を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の積層型圧電素子を示すもので、（ａ）は斜視図、（ｂ）は積層構造を拡
大して示す分解斜視図、（ｃ）は（ａ）のＡ－Ａ’線に、（ｄ）は（ａ）のＢ－Ｂ’線に
それぞれ沿った縦断面図である。
【図２】（ａ）は図１（ｃ）のＣ部、（ｂ）は図１（ｄ）のＤ部のそれぞれ拡大図である
。
【図３】本発明の噴射装置を示す説明図である。
【図４】内部電極形成部近傍の圧電体と内部電極非形成部近傍の圧電体の嵩密度差と、不
良率の関係を示すグラフである。
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【図５】収縮調整層中の金属成分の割合と、内部電極形成部近傍の圧電体と内部電極非形
成部近傍の圧電体の嵩密度差及び収縮調整層のシート抵抗の関係を示すグラフである。
【図６】従来の積層型圧電素子を示すもので、（ａ）は斜視図、（ｂ）は積層構造を拡大
して示す分解斜視図である。
【符号の説明】
１・・・圧電体（絶縁体）
１ａ・・・電子部品本体
２・・・内部電極
１３・・・収縮調整層
３１・・・収納容器
３３・・・噴射孔
３５・・・バルブ
４３・・・積層型圧電素子
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【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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